
令和２年５月

 

中南教育事務所

新採用学校事務職員等研修会
（１回目）資料



- 1 -

１ 給料【職員の給与に関する条例第2条第1項】

正規の勤務時間に対する報酬をいいます。

給料月額は、職員の属する職務の級について給料表に定められている号給の給料をいいます。

給料表の種類は、10種21表があり、それぞれの給料表が適用されます。

行政職給料表 事務職員

教育職給料表（一）県立学校教員

教育職給料表（二）小・中学校教員

医療職給料表（二）学校栄養職員

○教職調整額【義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例第3条】

教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき支給される手当で、教育職給料表の１級又は

２級である者に給料月額の４％を支給します。

○給料の月額

給料月額に教職調整額を加えたものをいいます。

○給与

給料と手当を合わせたものをいいます。

○給与の支給【地方公務員法第25条第2項】

給与は、法令で特に認められた場合を除き、通貨で、直接職員に、その全額を、毎月一定

の日に、支払わなければならない。

給料の支給定日は、その月の２１日

（その日が日曜日、休日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い

日曜日、休日又は土曜日でない日）【人事委員会規則７－０第２条】

期末手当及び勤勉手当の支給日は、６月３０日、１２月１０日

【人事委員会規則７－８０第15条】

○給与の口座振替【職員の給与に関する条例第21条の４】

給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
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２ 諸手当

地方自治法で定められている次のものをいいます。

管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、

特殊勤務手当、特地勤務手当等、へき地手当等、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手

当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員

特別手当、産業教育手当、定時制通信教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当

（１）管理職手当【職員の給与に関する条例第7条の２】

管理・監督の地位にある職員のうち、人事委員会規則で指定するものに対して、その職務

の特殊性に基づき支給します。

職 区分 管理職手当額

校長のうち人事委員会が定めるもの ６類 ７７，４００円

校長 ８類 ６２，３００円

教頭のうち人事委員会が定めるもの ８類の２ ５７，１００円

教頭 ９類 ５１，９００円

（２）扶養手当【職員の給与に関する条例第8条、第9条】

扶養親族のある職員に対して支給します。

区分 H29 H30 H31 R2
（R1）

配偶者 行政７級以下 10,000 6,500 6,500 6,500

行政８級（※） 10,000 6,500 3,500 3,500

行政９級以上 10,000 6,500 3,500 －
（※）

子 8,000 10,000 10,000 10,000
（10,000） － － －

父母等 行政７級以下 6,500 6,500 6,500 6,500
（9,000） － － －

行政８級（※） 6,500 6,500 3,500 3,500
（9,000） － － －

行政９級以上 6,500 6,500 3,500 －
（※） （9,000） － － －

（注）（ ）内は、職員に配偶者がいない場合の扶養親族１人に係る手当額

※学校には、行政職８級以上相当の職はない。
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（３）住居手当【職員の給与に関する条例第9条の４】

住宅を借り受け一定額を超える家賃を負担している職員に対して支給します。

ア 借家等

（ア）家賃が月額23,000円以下である場合

支給額＝家賃相当額－12,000円 （100円未満の端数は切捨て）

（イ）家賃が月額23,000円を超える場合

支給額＝(家賃相当額－23,000円）×1/2＋11,000円（100円未満の端数は切捨て）

16,000円限度

イ 別居する配偶者のための借家等

上記の２分の１の額（100円未満の端数は切捨て）

（４）通勤手当【職員の給与に関する条例第10条】

通勤のため交通機関又は自動車などの交通用具を使用する職員に対して支給します。

①交通機関等利用者

○ １か月当たりの運賃等相当額が55,000円以下の場合

支給額＝運賃等相当額

○ １か月当たりの運賃等相当額が55,000円を超える場合

支給額 ＝ 55,000円×支給単位期間の月数

（２以上の交通機関を利用する場合は、55,000円×最長支給単位期間の月数）

②自動車等使用者

ア 四輪の自動車以外を使用する職員

片道の交通用具の使用距離 額 片道の交通用具の使用距離 額

５㎞未満 2,000円 25㎞以上30㎞未満 13,700円

５㎞以上10㎞未満 4,100 30 〃 35 〃 16,100

10 〃 15 〃 6,500 35 〃 40 〃 18,500

15 〃 20 〃 8,900 40㎞以上 20,900

20 〃 25 〃 11,300
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イ 四輪の自動車を使用する職員

片道の交通用具の使用距離 額 片道の交通用具の使用距離 額

４㎞未満 2,000円 42㎞以上44㎞未満 24,600円

４㎞以上６㎞未満 3,700 44 〃 46 〃 25,900

６ 〃 ８ 〃 4,600 46 〃 48 〃 27,000

８ 〃 10 〃 5,800 48 〃 50 〃 28,200

10 〃 12 〃 7,000 50 〃 52 〃 29,300

12 〃 14 〃 8,100 52 〃 54 〃 30,400

14 〃 16 〃 9,300 54 〃 56 〃 31,500

16 〃 18 〃 10,400 56 〃 58 〃 32,600

18 〃 20 〃 11,500 58 〃 60 〃 33,700

20 〃 22 〃 12,800 60 〃 62 〃 35,000

22 〃 24 〃 14,000 62 〃 64 〃 36,000

24 〃 26 〃 14,800 64 〃 66 〃 37,000

26 〃 28 〃 15,700 66 〃 68 〃 38,100

28 〃 30 〃 16,700 68 〃 70 〃 39,200

30 〃 32 〃 17,700 70 〃 72 〃 40,400

32 〃 34 〃 18,800 72 〃 74 〃 41,500

34 〃 36 〃 19,900 74 〃 76 〃 42,600

36 〃 38 〃 21,000 76 〃 78 〃 43,700

38 〃 40 〃 22,300 78 〃 80 〃 44,800

40 〃 42 〃 23,500 80km以上 46,000

③併用者

ア 交通機関等を利用する距離が通常徒歩によることを例とする距離以上であり、かつ、

自動車等を使用する距離が片道２㎞以上である職員

(ア) 四輪の自動車以外を使用する職員の場合

運賃等相当額に②のアに掲げる額を加算した額

(イ) 四輪の自動車を使用する職員の場合

運賃等相当額に②のイに掲げる額を加算した額

○ (ア)又は(イ)の額が55,000円を超える場合

支給額＝55,000円×最長支給単位期間の月数

イ ア以外の職員

(ア) １か月当たりの運賃等相当額の合計額が自動車等の距離に応じた額以上である

場合は運賃等相当額

(イ) １か月当たりの運賃等相当額の合計額が自動車等の距離に応じた額未満である

場合は自動車の距離に応じた額
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（５）単身赴任手当【職員の給与に関する条例第10条の２】

公署を異にする異動又は公署の移転に伴い住居を移転し、配偶者と別居し、単身で生活す

ることを常況とする職員に対して支給します。

基本額は30,000円とし、職員の住居と配偶者の住居との距離に応じ8,000円～70,000円を

加算します。

（６）学校職員の特殊勤務手当【職員の特殊勤務手当に関する条例第18条】

○教員特殊業務手当

非常災害緊急補導手当

修学旅行等引率手当

対外運動競技等引率手当

部活動指導手当

令和２年４月１日から、児童に対する指導に係る区分（２時間程度：日額１，８００

円。部活動（児童）コード「３５１０」）が新設されましたので留意願います。

○多学年学級担当手当

○教育業務連絡指導手当

○特別支援教育手当
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（７）時間外勤務手当【職員の給与に関する条例第13条】

正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員（教員を除く。）に対し、勤務した時

間数に応じて支給します。

また、同一週を超える期間において週休日の振替等を行った職員に対して、あらかじめ割

り振られた１週間の正規の勤務時間を超えて勤務した時間数（休日等に勤務した時間数に相

当する時間等を除く。）に応じて、支給します。

（８）休日勤務手当【職員の給与に関する条例第14条】

国民の祝日及び年末年始の休日の正規の勤務時間に勤務することを命ぜられた職員（教員

を除く。）に対して、勤務1時間当たりの額に135/100を乗じて得た額を勤務した時間数に応

じて支給します。

（９）期末手当【職員の給与に関する条例第19条】

６月１日及び１２月１日（以下「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員並びに基準

日前１か月以内に退職又は死亡した職員に支給します。

支給額＝基礎額×期別支給割合×在職期間別割合

（10）勤勉手当【職員の給与に関する条例第19条の４】

６月１日及び１２月１日（以下「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員及び基準日

前１か月以内に退職又は死亡した職員に、勤務成績に応じて支給します。

支給額＝基礎額×期間率×成績率

（11）寒冷地手当【職員の給与に関する条例第18条】

毎年11月から翌年3月までの各月の初日において、北海道、県内その他寒冷の地域で人事

委員会が定めるものに在勤する職員に支給します。

基準日における世帯等の区分

地域の区分 世帯主である職員

扶養親族のある職員 その他の世帯主である職員 その他の職員

県 内 １７，８００円 １０，２００円 ７，３６０円

北海道 ２３，３６０円 １３，０６０円 ８，８００円
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（12）へき地手当 【職員の給与に関する条例第11条の４】

へき地教育振興法第5条の２第1項に規定するへき地学校等に勤務する職員に対して支給し

ます。

（13）へき地手当に準ずる手当 【職員の給与に関する条例第11条の５】

へき地学校等又は特地学校に異動して勤務する職員のうち、当該異動に伴って住居を移転

したもの又は職員の在勤する学校等が移転してへき地学校等若しくは特地学校に該当するこ

ととなった場合において、当該学校等の移転に伴って住居を移転した職員に支給します。

（14）義務教育等教員特別手当 【職員の給与に関する条例第19条の６】

小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の教育職員に対し、給料の級及び号給に応じ、

2,000円～8,000円の範囲内で支給します。


